
令和８年度 大竹市年間監査計画

１ 基本方針

市の行財政運営の健全化と透明性の確保に寄与し、もって市民の福祉の増進と

市政への信頼の確保に資することを目的として、当年度の監査、審査及び検査（以下

「監査等」という。）を実施する。

監査に当たっては、合規性の観点はもとより経済性、効率性及び有効性の観点を

踏まえて実施することにより、合理的かつ効率的な行財政運営に資するよう努めてい

くものとする。

２ 監査等の種類

通常実施する監査等は次のとおりとする。

（１） 定期監査（地方自治法(昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。)第１９９条第１

項、第４項）

財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているか、経営に係る事

業の管理が合理的かつ効率的に行われているかを主眼として監査を実施する。

（２） 行政監査（法第１９９条第２項）

一般行政事務の執行について、合規性、経済性、効率性及び有効性の観点か

ら総合的に監査するもので、定期監査に併せて実施する。

（３） 工事監査（法第１９９条第１項、第４項）

財務に関する事務のうち、工事に関する事務の執行等が適正かつ効率的に行

われているかを主眼として監査を実施する。

なお、工事の技術的な監査項目については、必要に応じて外部の技術士（技

術士法第２条関係）に調査を委託して実施する（法第１９９条第５項）。

（４） 財政援助団体等に対する監査（法第１９９条第７項）

市が補助金等の財政的援助を行っている団体等を対象に、必要があると認める

ときに監査を実施する。

（５） 決算審査

市長から審査に付された、次の各会計における令和６年度歳入歳出決算書及

び附属書類について、計数が正確であるか確認するとともに、予算の執行が適正

かつ効率的に行われているかを主眼として審査を実施する。

ア 水道事業、工業用水道事業及び下水道事業会計（地方公営企業法第３０

条第２項）

イ 一般会計及び各特別会計（法第２３３条第２項）



ウ 各財産区会計（法第２３３条第２項）

（６） 健全化判断比率審査及び資金不足比率審査（地方公共団体の財政の健全化

に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項）

財政の健全性に関する指標である健全化判断比率とその算定の基礎となる事

項を記載した書類が適正に作成されているか、公営企業の経営健全化の指標で

ある資金不足比率とその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成され

ているかを主眼として審査を実施する。

（７） 例月現金出納検査（法第２３５条の２第１項）

会計管理者及び企業管理者が保管・保有する現金の残高及び出納関係諸表

の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかを

主眼として検査を実施する。

３ 実施予定時期

監査等は次の予定で実施する。

※ 工事監査については、３年に１回を目途に実施する。

区分 種 別 実 施 時 期

監

査

令和７年度 定期監査、行政監査（継続）
令和８年４月から

令和９年３月３１日まで

令和８年度 定期監査及び行政監査
令和８年１０月から

令和９年３月３１日まで

令和８年度 工事監査及び技術調査

令和８年１０月から

令和９年３月３１日まで

※工事の進捗状況に応じて

対象工事を選定する。

審

査

水道事業、工業用水道事業及び下水道事業

会計決算審査
令和８年６月から７月

一般会計、各特別会計決算審査 令和８年７月から８月

各財産区会計決算審査 令和８年８月

健全化判断比率審査及び資金不足比率審査 令和８年８月

検

査
例月現金出納検査 毎月２５日



４ 監査等の実施体制

監査委員２名及び補助職員として、監査事務局職員３名体制により実施する。

５ 監査等の結果の公表等

（１） 監査の結果に関する報告及び当該報告に対する議会及び市長又は関係する

行政委員会からの措置通知については、大竹市公告式条例（昭和２９年条例第１

号）第３条に規定する掲示場に掲示して公表するとともに、市ホームページで公開

する。

（２） 決算審査及び健全化判断比率等審査に係る審査意見書については、市ホー

ページで公開する。

（３） 市ホームページ掲載期間は、公表から５年間とする。

以上


